
給水装置・排水設備について

企業経営課
料金・給排水担当

足利市上下水道指定工事業者研修会



『給水装置工事申込書、設計書』

令和3年4月
・工事申込者
・指定工事事業者
・主任技術者 押印不要
・土地所有者
・家屋所有者

※土地所有者承諾必要
（特記事項欄に署名と押印）
・工事申込者と土地所有者
が異なる場合
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工事の計画・施工上の注意事項

足利市ホームページ
上下水道部のページから
ダウンロード可能!!
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給水装置工事申込書
チェックリスト

給水装置工事主任技術者が行う
自主検査チェックリスト

工事の計画・施工上の注意事項
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足利市ホームページ
上下水道部のページ
からダウンロード
可能!!



工事の計画・施工上の注意事項

埋設管状況
✔ ガス（足利ガス）
ガス（帝石パイプライン）
ＮＴＴ

✔ 東京電力
下水道
埋設なし

道路掘削申請について

① 埋設管状況の確認
・既設埋設物がある場合、全て図面に
記載する

② 既設埋設管や構造物との距離を記載する
・既設埋設管とは30㎝以上離すこと

③ 道路掘削時における立会い確認
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工事の計画・施工上の注意事項

①圧力試験
・水圧1.75Ⅿpa、1分間以上（主任技術者の責務）

② メータの設置位置
・官民境界線より１ｍに止水栓を設置し、止水栓から１ｍ以内に
メーターを設置

③ 舗装の仮復旧、本復旧
・加熱密粒度（粗粒度）合材を使用
・常温合材（ターミックス）は使用不可
・舗装厚さ5㎝以上:最大骨材粒径20㎜（車道、乗入れ部）
・舗装厚さ3㎝ :最大骨材粒径13㎜（歩道）
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工事の計画・施工上の注意事項

▶ 舗装の本復旧後の完了の届出（写真）は、すみやかに
提出してください。

▶ 轍がある道路の舗装の本復旧は、特に施工に注意して
ください。

▶ 仮復旧は、工事当日に行うこと。
・路盤状態（砂利）での開放はしないこと

工期７ヶ月 ➡ 仮復旧後６ヶ月を目安に本復旧

工期６ヶ月 ➡ 仮復旧後４ヶ月～５ヶ月を目安
に本復旧

県 道

市 道

舗装復旧について
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道路管理者との
工事に関する『事前協議』が必要

安足土木事務所 保全第一部
足利市伊勢町四丁目19
0284-41-2572

足利市役所 道路河川保全課 管理担当
足利市本城三丁目2145
0284-20-2262

国土交通省 宇都宮国道事務所 小山出張所
小山市乙女1433-2
0285-45-9770

県 道

市 道

国 道

工事の計画・施工上の注意事項
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▶指定の有効期間:無期限から5年毎の更新制
▶指定の有効期間満了:3ヶ月前

▶足利市（給排水担当）より対象各事業者へ
（ダイレクトメールにて通知）

更新までの有効期間が令和4（2022）年9月29日
⇒ 令和4年（2022）7月1日～8月31日 更新手続き

指定給水装置工事事業者の更新制度
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申請時に必要な提出書類及び持参するもの

（1）指定給水装置工事事業者指定申請書 様式第1（新規時と同様）

（2）誓約書 様式第2 （欠格要件に該当しないことの誓約書）

（3）機械器具調書（写真）

（4）定款及び登記事項証明書（法人）又は住民票の写し（個人）

（5）給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの
（免状又は技術者証の写し）

（6）指定給水装置工事事業者指定更新時確認事項（記入様式）

（7）更新に係る事務手続き手数料 10,000円
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1 指定給水装置工事事業者の講習会の受講実績
・水道事業者が開催する指定給水装置工事事業者を対象とした講習会
の受講実績

2 指定給水装置工事事業者の業務内容
① 営業時間等
・営業時間、修繕対応時間、休業日
② 漏水修繕等
・屋内給水装置の漏水修繕、公道部の漏水修繕

③ 対応工事等
・配水管分岐部から水道メーターまでの新設・改造工事
・水道メーターから屋内給水装置までの新設・改造工事

更新時に確認する事項①
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給水装置工事主任技術者等の研修会の受講状況

１ 外部機関による研修
・eラーニング研修等

２ 事業所内訓練等による自社内研修
●給水装置工事主任技術者等の技術力の確保に資する内容
① 水道法（給水装置関連）
・給水装置工事主任技術者の職務と役割
・給水装置の構造及び材質

② 給水装置及び給水装置工事法に関する最新の技術情報
③ 給水装置の事故事例と対策技術
④ 給水装置の維持管理

更新時に確認する事項②
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適切に作業を行うことができる技術を有する者の従事状況

１ 経験の有無を確認
・配水管への分水栓の取付け、配水管のせん孔、給水管接合
① 水道事業者等による試験や講習により、資格をあたえられた配管工
② 職業能力開発促進法第44条に規定する配管技能士
③ 職業能力開発促進法第24条に規定する都道府県の認定を受けた職業
訓練校の配管科の課程修了者

④ 公益財団法人給水工事技術振興財団が実施する配管技能習得に係る
講習の課程修了者（配管技能者講習会修了者、配管技能検定会合格者、
配管技能者認定）

2 資格を証する書類の写しを添付

更新時に確認する事項③
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指定給水装置工事事業の変更等の要件

足利市ホームページの上下水道部のページからダウンロード可能!!
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指定給水装置工事事業の変更等の要件

足利市ホームページの上下水道部のページからダウンロード可能!!
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排水設備工事の計画確認申請について

計画確認申請書について
令和3年4月
・申請者、家屋所有者
・土地所有者 押印不要
・排水設備所有者
・施工者、責任技術者

※申請者が設置場所の土地所有者でない場合、
土地所有者からの承諾が必要
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工事の計画・施工上の注意事項
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工事設計書について

① 排水管の規定の勾配不足の場合は事前協議
・管径100㎜の場合2％

② 排水管の起点、屈曲点、合流点、高低差の
ある部分には、排水桝を設ける。

③ 排水管径に準じた排水桝との間隔
・管径100㎜の120倍（最大間隔:12.0ｍ）

④ 排水設備（下水道）に自家水を流す場合届出
・市水併用 10㎥／月（一般住宅）
・自家水のみ20㎥／月



排水設備指定工事店更新について

17

（1）下水道排水設備指定工事店申請書（継続）別記様式第１号

（2）個人の場合は、住民票記載事項証明書（原本）

（3）法人の場合は、登記事項証明書（原本）及び定款の写し

（4）営業所の平面図及び写真並びに付近見取図 別記様式第２号

（5）専属責任技術者名簿（別記様式第３号）及び添付書類

（6）工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類

（7）足利市下水道排水設備指定工事店規定第３条第１項第４号アからカまで

のいずれかにも該当しないことを誓約する書類

（8）更新に係る事務手続き手数料 10,000円

申請時に必要な提出書類及び持参するもの
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排水設備指定工事店の変更等の要件

足利市ホームページの上下水道部のページからダウンロード可能!!



閲覧ありがとうございました


